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医療機器の効率的な活用等について（外来医療計画の一部）①

医療法（昭和23年法律第205号） （抄）
【平成31年4月1日施行】

第30条の4 （略）
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
（1）～（9） （略）
（10） 外来医療に係る医療提供体制の確保に関する事項
（11）～（13） （略）
（14） 主として病院の病床及び診療所の病床の整備を図るべき地域的単位として区分する区域の設

定に関する事項
（15）～（17） （略）

第4節 地域における外来医療に係る医療提供体制の確保

第30条の18の2 都道府県は、第30条の4第2項第14号に規定する区域その他の当該都道府県の知事が
適当と認める区域ごとに、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他の
関係者との協議の場を設け、関係者との連携を図りつつ、次に掲げる事項について協議を行い、その結
果を取りまとめ、公表するものとする。
（1）～（3） （略）
（4） 医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な活用に関する事項
（略）

○平成31年4月1日施行の医療法の改正において、地域における外来医療に係る医療提供体制の確保
に関する事項の１つとして、医療提供施設の建物の全部又は一部、設備、器械及び器具の効率的な
活用に関する事項が規定された。当該事項については協議を行い、その結果を取りまとめ、公表する
ものとしている。
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医療機器の効率的な活用について（外来医療計画の一部）②

基本的な考え方

○ 医療機器の効率的な活用に資する施策として、

（１）地域の医療ニーズを踏まえた地域ごとの医療機器の配置状況を可視化する指標を作成
・対象の医療機器は、CT、MRI、PET、放射線治療（リニアック及びガンマナイフ）、マンモグラフィ

（２）医療機器を有する医療機関をマッピング（地図情報として可視化）したうえ上で、新規購入希望者に対
してこれらの情報を提供

（３）外来医療に関する協議の場等を活用し、医療機器の共同利用の方針について協議を行い、公表
・共同利用の方針に従い、医療機関が医療機器を購入する場合や、当該機器の共同利用を新たに
行う場合には、共同利用に係る計画を作成し、定期的に協議の場において確認

○ 協議を行う区域については、外来医療計画と同様に二次医療圏単位を基本とする。

（厚生労働省：外来医療に係る医療提供体制の確保に関するガイドラインより）

○ 人口当たりの医療機器の台数には地域差があり、また、医療機器ごとに地域差の状況は異なってい
る。今後、人口減少が見込まれ、効率的な医療提供体制を構築する必要がある中、医療機器について
も効率的に活用できるよう対応を行う必要がある。
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大分県医師確保計画、大分県外来医療計画に係る策定スケジュール

外来医療計画
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